
◆概要
・店舗を借りる際に作成する賃貸借契約書のポイント
・従業員を雇用する際の法律知識
・クレーム対応の基本 など

説明者：：東京都よろず支援拠点 コーディネーター 馬場宏平

略歴
弁護士。
企業活動に関する各種法律相談、契約書のチェック、紛争処理等の
中小企業の法的支援を得意とする。

日時
随時開催 【完全予約制】※開催日は電話にて調整
①9：30～10：30 ②11：00～12：00 ③13：00～14：00 ④14：30～15：30 

各回定員1事業者
参加費

無料

飲⾷店の法務

開催
方法

対象
定員

東京よろずゼミ

ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

新橋事務所またはオンライン開催

写真

東京都よろず支援拠点
TEL：03-6205-4728
※電話対応時間 9:00～12:00、13:00～16:00

お申込み


